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非エネルギー起源の二酸化炭素に係る今後の国内制度の在り方について

（叩き台）

対策手法 推進に必要な措置

混合セメントの利用 ○セメント製造・利用事業者に対する実行計画の作成

○公共事業等での利用（グリーン購入法の特定調達品目に採用済）

○グリーン購入情報（調達に当たっての判断基準等）の提供

○技術開発（利用用途の拡充、利用技術の向上）への助成

エコセメントの利用 ○公共事業等での利用（グリーン購入法の特定調達品目への採用の

検討）

○自治体の廃棄物処理組合等によるプラント建設への助成

廃棄物のリサイクル ○食品リサイクル法による食品廃棄物のリサイクル事業への助成

（プラント建設、製品の販路開拓、事業者育成）

○大規模小売業者等への販売方法の変更（食品トレー、買い物袋等

の使用量の削減）に関する普及啓発

○容器包装リサイクル法における廃プラスティックの高炉利用、セ

メント焼成燃料利用等の仕組みの整備


